
５月1日～６月30日は
「不正大麻・けし撲滅運動」
期間です

　大麻の使用は有害で、不正栽培・所持は
犯罪です。また、「けし」には法律で栽培が
禁止されている種類があります。
　正しい情報を知り、自分の身を守りまし
ょう。大麻や栽培してはいけない「けし」を
発見したら、保健
所までご連絡くだ
さい。

 幸手保健所
　 ☎42-1101

「世界禁煙デー」「禁煙週間」
　自分のため、大切な人のために、禁煙をしたい人や少しでも興味がある人も、一緒に禁煙に取り組んで
みませんか。条件を満たせば医療機関での禁煙治療に保険が適用されます。

　みんなでなくそう！望まない受動喫煙　～「マナー」から「ルール」へ～
　本人がたばこを吸っていなくても他の人が吸っているたばこの煙やその人
が吐き出す煙には、ニコチンやタールなど多くの有害物質が含まれており、
その煙を吸い込むことにより、気管支ぜんそくなどの呼吸器の病気にかかり
やすくなるなどの影響があります。

 健康医療課健康企画係（内線 3421）

骨の健康チェック

  超音波法による骨密度測定（かかとの骨で測定するので、
着脱しやすい靴下等でお越しください）、カルシウムたっぷ
りメニューの展示
  20歳以上の市内在住者　※骨粗しょう症と診断されている方、
治療中の方はご遠慮ください。
 各10人（時間帯予約制、申込順）
  ５月10日㈫から、直接または電話で各保健センターへ

場所／日程 受付時間
栗橋保健センター

６月２日㈭
９時、９時30分、10時、10時30分、
11時、13時30分、14時、14時30分、
15時

鷲宮保健センター
５月31日㈫

13時30分、14時、14時30分、15時、
15時30分

小児慢性特定疾病医療費支給継続申請の受付を開始します
  現在受給者証をお持ちで引き続き治療が必要な20歳
未満の方の保護者
  幸手保健所
  申請書、医療意見書、健康保険証の写し、受診者の加
入する公的医療保険（健康保険）の被保険者の市町村・
県民税課税（非課税）証明書

※ お持ちの受給者証に記載の住所地を管轄する保健所から、
申請に必要な書類についてのご案内が郵送されます（医療
意見書は同封しません。指定医に依頼してください）。

  ６月13日㈪～７月29日㈮（土・日曜日、祝日を除く）
に、直接幸手保健所（☎42-1101）へ
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